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市
で
は
、
地
方
分
権
に
ふ
さ
わ
し
い

市
民
参
加
に
よ
る
公
正
で
開
か
れ
た
市

政
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
情
報

公
開
制
度
及
び
個
人
情
報
保
護
制
度
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

情
報
公
開
制
度
と
は
、
皆
さ
ん
の
「
知

る
権
利
」
を
保
障
す
る
た
め
市
が
保
有

し
て
い
る
情
報
を
広
く
公
開
・
提
供
す

る
制
度
で
あ
り
、
個
人
情
報
保
護
制
度

と
は
、
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報

を
保
護
し
適
正
に
取
り
扱
う
た
め
の

ル
ー
ル
を
定
め
た
制
度
で
す
。

　■情報公開制度の運用状況

実施機関 内　　　容 件数

市　長

公文書公開請求 １８
決
定
通
知

公開決定 １２
全部公開 １
部分公開 １１

非公開決定 ６
不服申し立て ０

　■個人情報保護制度の運用状況
　　平成１７年度の個人情報開示請求はあり
　ませんでした。

総
務
課
（
内
線
５
０
８
）

平
成
１７
年
度
情
報
公
開
制
度
及
び
個
人
情
報
保
護
法
の

運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す

税
務
課
（
内
線
５
３
１
〜
５
３
４
）

平
成
１８
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
額
は
、
医
療
分
と

介
護
分
の
合
計
額
で
あ
る
た
め
、
年
々

増
加
す
る
介
護
保
険
の
費
用
に
対
応
し

て
、
国
民
健
康
保
険
税
も
介
護
分
に
つ

い
て
税
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
平
成
１８
年
度
で
は
税
率
を
左

表
の
よ
う
に
変
更
し
ま
す
。

　【内閣総理大臣名の
　　　　　  書状を贈呈します】　

　先の大戦において、外地等（事変地の区
域又は戦地の区域）に派遣され、戦時衛生
勤務に従事された旧日本赤十字社救護看
護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労給
付金受給者は除く）に対して、その御労苦
に報いるため内閣総理大臣名の書状を贈
呈しております。
　御本人又は御家族などからの御連絡を
お待ちしております。

【請求期限】
　平成１９年３月３１日まで
【請求用紙】
　請求用紙は、福祉課の窓口に用意してあ
ります。（次のところに直接問い合わせて
も可。）
【問い合わせ先】
　福祉課（内線５５２）、又は総務省大臣官房
管理室業務担当（〒１００－８９２６、東京都千
代田区霞が関２－１－２、☎０３－５２５３－
５１８２、０３－５２５３－５１９０）へ。

１世帯あたりの国民健康保険税額の決まり方

医療分

所得割

世帯の所得
に応じて計
算

資産割

世帯の固定
資産税額に
応じて計算

均等割

世帯の被保
険者数に応
じて計算

平等割

１世帯につき＋ ＋ ＋

次の４つの項目を組み合わせて、１世帯ごとの保険税額が
決められます。

※税額の合計が５３万円を超えた場合は、５３万円となります。

介護分

所得割

第２号被保
険者の所得
に応じて計
算

資産割

第２号被保
険者の固定
資産税額に
応じて計算

均等割

第２号被保
険者の人数
に応じて計
算

平等割

第２号被保
険者がいる
世帯につき

＋ ＋ ＋

国保に加入している４０歳以上６５歳未満の人
（介護保険第２号被保険者）

※税額の合計が９万円（平成１７年度は８万円）を超えた場合は、
　９万円となります。

平成１８年度国民健康保険税の税率

医　療　分 介　護　分

平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度

所得割 ７．０／１００

据え置きます

１．４／１００ １．６／１００

資産割 ３０．０／１００ ５．７／１００ ５．７／１００

均等割 ２３，０００円 ７，７００円 ７，７５０円

平等割 ２６，０００円 ５，５００円 ５，５５０円

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者
の
皆

さ
ん
が
病
気
や
け
が
な
ど
で
医
者
に
か

か
っ
た
と
き
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

た
と
き
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す

る
だ
け
で
す
む
の
は
、
国
保
が
残
り
の

経
費
を
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
保

険
税
は
、
国
保
の
運
営
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う

必
ず
期
間
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
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保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
７
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
変
わ
り
ま
す

『
多
段
階
の
一
部
納
付
（
免
除
）
制
度
』
が

平
成
１８
年
７
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
月
額
は
１
３
，

８
６
０
円（
平
成
１８
年
度
）で
す
が
、
経

済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
場
合
は
、
申
請
手
続
き
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
、
又
は
、
一
部
納
付（
一
部
免
除
）

と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
制
度
は
、「
全
額
免

除
」・「
半
額
納
付
制
度
」
の
２
種
類
で
し

た
が
、
平
成
１８
年
７
月
か
ら
、「
４
分
の

１
納
付
制
度
」・「
４
分
の
３
納
付
制
度
」

の
２
種
類
が
新
た
に
加
わ
り
、
全
額
免

除
制
度
と
３
段
階
の
一
部
納
付
制
度
に

な
り
ま
す
。

　

一
部
納
付
す
る
場
合
の
月
々
の
保
険

料
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
４
分
の
１
納
付　

３
，４
７
０
円

○
２
分
の
１
納
付　

６
，９
３
０
円

○
４
分
の
３
納
付　

１
０
，４
０
０
円

　　

こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
く

場
合
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
基
準
額

以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

　

国
民
年
金
の
給
付
の
３
分
の
１
は
国

庫
負
担
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、

保
険
料
が
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢

基
礎
年
金
の
計
算
の
際
に
国
庫
負
担
に

相
当
す
る
額
が
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
場
合

の
受
給
資
格
に
も
含
ま
れ
る
た
め
安
心

で
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
納
付
制
度
は
、
納
付
す

べ
き
一
部
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
一
部
免
除
が
無
効
と
な
り
、

老
齢
・
障
害
・
遺
族
の
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
一
部
保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

免
除
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納
に
つ
い
て

　

免
除
又
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少

な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
１０
年
以
内
に
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
こ

の
場
合
、
承
認
さ
れ
た
期
間
が
属
す
る

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

納
付
す
る
場
合
は
、
経
過
し
た
年
数
に

応
じ
て
一
定
の
加
算
額
が
加
わ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の「
被
保
険
者
証
」を
交
付
し
ま
す

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
「
被
保
険
者

証
」
は
、
８
月
１
日（
有
効
期
限
平
成
１８

年
７
月
３１
日
）か
ら
利
用
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

そ
こ
で
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
７

月
中
に
お
手
元
へ
郵
送
し
ま
す
。
た
だ

し
、
長
期
間
国
保
税
を
納
付
し
て
い
な

い
方
は
、
窓
口
で
納
付
相
談
の
後
、
被
保

険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
所
変
更
な
ど
で
郵
便
物
が

届
か
な
い
方
は
、
保
険
年
金
課
窓
口
で

交
付
し
ま
す
。

平成○○ ○ ○

○○○○○○○○○

伊予　太郎 男

平成○○

昭和○○

昭和○○

○

○○

○○

○

伊予　太郎

伊予市米湊○○○番地

国
民
健
康
保
険
『
高
齢
受
給
者
証
』
を
お
持
ち
の
方
へ

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
８
月
１
日
現

在
で
『
高
齢
受
給
者
証
』
を
お
持
ち
の
方

の
一
部
負
担
金
割
合
を
、
平
成
１７
年
中

の
所
得
に
も
と
づ
き
、
次
の
と
お
り
見

直
し
ま
す
。
新
し
い
『
高
齢
受
給
者
証
』

は
、
７
月
末
に
郵
送
で
お
届
け
し
ま
す

の
で
、
８
月
か
ら
は
新
し
い
も
の
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

【
一
定
以
上
所
得
者
は
２
割
負
担
】

※
平
成
１８
年
１０
月
以
降
は
、３
割
負
担

　

に
な
り
ま
す
。

　

同
一
世
帯
の
国
保
加
入
者
で
、
７０
歳

以
上
の
方
及
び
７０
歳
未
満
で
老
人
医
療

受
給
対
象
者
の
う
ち
、
所
得
の
合
計
額

か
ら
地
方
税
法
に
規
定
す
る
各
種
控
除

を
し
た
後
の
金
額
が
１４５
万
円
以
上
の
方

が
い
る
場
合
は
、
医
療
費
の
２
割
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
一
般
は
１
割
負
担
】

　

一
定
以
上
の
所
得
者
に
該
当
し
な
い

方
の
医
療
費
は
、
１
割
負
担
で
す
。

※
『
高
齢
受
給
者
証
』
は
、
国
民
健
康
保
険
加

　

入
者
の
う
ち
、
昭
和
７
年
１０
月
１
日
以
降

　

に
生
ま
れ
た
方
で
７０
歳
以
上
の
方
に
交

　

付
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

保
険
年
金
課（
内
線
５
４
５
）へ
。
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戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

ご
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

福
祉
課
（
内
線
５
５
２
）

■
支
給
の
対
象
者

　

平
成
１７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
恩

給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
等
を
受
け
る
方（
戦
没
者
等
の
妻
や

父
母
等
）が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番

に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
特

別
弔
慰
金（
第
８
回
特
別
弔
慰
金
）が
支

給
さ
れ
ま
す
。

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

１
．
平
成
１７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

２
．戦
没
者
等
の
子

３
．
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
①
父
母
、
②
孫
、
③
祖
父
母
、
④
兄

弟
姉
妹（
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
方
、
平
成
１７
年
４
月

１
日
に
お
い
て
婚
姻
に
よ
り
姓
が
変

わ
っ
て
い
る
方
、
又
は
遺
族
以
外
の
方

と
養
子
縁
組
を
し
て
い
る
方
は
除
か
れ

ま
す
。）

４
．
前
記
３
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、
③

祖
父
母
、④
兄
弟
姉
妹

５
．
前
記
１
〜
４
以
外
の
三
親
等
内
の

親
族（
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い

た
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）

■
支
給
内
容

額
面
４０
万
円
、
１０
年
償
還
の
記
名
国
債

（
年
間
４
万
円
、１０
年
間
）

■
請
求
期
限

平
成
２０
年
３
月
３１
日

■
請
求
・
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
、
又
は
各
地
域
事
務
所
総
合
窓

口
課
へ
。

こ
ん
に
ち
は

人
権
擁
護
委
員
で
す

　

７
月
１
日
付
け
で
次
の
方
が

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。

城
戸　

健
た
け
し

さ
ん（
双
海
町
串
）

☎
９
８
７
ー
０
１
０
４

産
業
経
済
課
（
内
線
５
７
３
）

中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度

　

市
内
で
１
年
以
上
、
中
小
企
業
を
経

営
さ
れ
て
い
る
個
人
又
は
法
人
の
方
に
、

事
業
に
必
要
な
運
転
資
金
や
設
備
資
金

を
低
利
で
融
資
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

○
市
内
に
住
居
又
は
事
業
所
が
あ
り
、

市
税
を
完
納
し
て
い
る
方

○
愛
媛
県
信
用
保
証
協
会
業
務
取
扱
規

定
に
適
応
す
る
方

■
融
資
条
件

○
融
資
限
度
額　

５００
万
円

○
融
資
期
間　

６０
か
月
以
内

○
返
済
方
法　

原
則
と
し
て
分
割
払
い

（
一
括
払
い
も
可
）

○
保
証
人　

市
内
に
１
年
以
上
住
み
、

市
税
を
完
納
し
て
い
る
方
１
人
以
上

（
法
人
は
２
人
以
上
）

■
貸
付
利
率

　

年
２
・
１
５
％（
国
民
金
融
公
庫
普
通

貸
付
利
率
の
０
・
３
％
引
き
、
６
月
末
日

の
変
動
利
率
）

　

心
身
障
害
者
相
談
員
は
、
日
常
か
ら

心
身
障
害
者
や
そ
の
家
族
の
相
談
に

応
じ
て
、
必
要
な
助
言
や
関
係
機
関
へ

連
絡
を
取
る
な
ど
し
て
、
自
立
更
生
を

支
援
し
、
社
会
参
加
を
促
進
す
る
ほ
か
、

障
害
者
の
地
域
活
動
の
中
心
と
な
っ
て

障
害
福
祉
の
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

市
の
『
障
害
者
相
談
員
』
は
次
の
方
々

で
す
。

※
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
身
体
障
害
者
相
談
員

藤
岡
健
次
さ
ん（
米　

湊
）

　

☎
９
８
２
ー
２
１
７
０

水
田
恒
二
さ
ん（
本　

郡
）

　

☎
９
８
２
ー
３
６
７
５

山
下
靜
雄
さ
ん（
中
山
町
中
山
）

　

☎
９
６
７
ー
１
０
２
３

■
知
的
障
害
者
相
談
員

長
戸
和
子
さ
ん（
米　

湊
）

　

☎
９
８
２
ー
４
５
４
７

障
害
者
相
談
員
が

心
身
障
害
者
の
福
祉
相
談
に
応
じ
ま
す

福
祉
課
（
内
線
５
５
３
・
５
５
６
）
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上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、
次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

７

１㈯ 未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２

２㈰ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

８㈯ 岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６

９㈰ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

１５㈯ 功栄設備 中　村 ９８２－５８８８

１６㈰ Ｋ・シマダ 下吾川 ９８３－６５５３

１７㈪ ㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７

２２㈯ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

２３㈰ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

２９㈯ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

３０㈰ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

８

５㈯ ㈲二宮水道工業 下吾川 ９８３－２８１９

６㈰ 友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

１２㈯ 西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８

１３㈰ ㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

※中山地区、双海地区の簡易水道をご利用の方は、次の指定
工事事業者にお問い合わせください。

　中山地区　㈲升田金物店　☎９６７－００６７
　　　　　　㈲田中興業　　☎９６７－０５５８
　　　　　　㈱中山建設　　☎９６７－１０３５
　　　　　　㈲栄電機設備　☎９６７－１３１８
　双海地区　藤岡工業㈱　　☎９８６－０３５０

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝市内の交通事故状況＝

＝市内の街頭犯罪等発生状況＝
（５月末日現在）

５月 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ６件 ２７件 ー２件

自 動 車 盗 ０件 １件 ー２件

オートバイ盗 ０件 ６件 ー２件

自 転 車 盗 ８件 ２８件 ー１件

車上ねらい ５件 ２１件 －４件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（５月末日現在）

５月 累計 前年比

発　生 ２０件 １０３件 ー７件

死　者 １人 ２人 ー４人

傷　者 ２６人 １３６人 ー１人

休
日
の
市
税
等
納
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

仕
事
な
ど
で
「
平
日
は
、
税
金
を
納
め

る
た
め
に
金
融
機
関
や
市
役
所
に
行
く

時
間
が
な
い
。」
と
い
っ
た
方
々
に
も
納

税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
毎
月
第
４
日
曜
日
に
「
休
日
納
付
窓

口
」
を
開
設
し
ま
す
。
中
山
・
双
海
地
域

事
務
所
で
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

　

納
税
の
ほ
か
に
も
、
各
料
金
の
お
支

払
い
や
納
付
相
談
な
ど
が
で
き
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
実
施
予
定
日
】

　

７
月
２３
日
㈰
、
８
月
２７
日
㈰
、

　

９
月
２４
日
㈰
、
１０
月
２２
日
㈰
、

　

１１
月
２６
日
㈰
、
１２
月
２４
日
㈰
、

　

１
月
２８
日
㈰
、
２
月
２５
日
㈰
、

　

３
月
２５
日
㈰

【
時
間
】

　

８
時
３０
分
〜
１７
時

【
場
所
】

　

伊
予
市
役
所
１
階
会
計
課
収
納
窓
口

　

（
正
面
か
ら
入
っ
て
左
へ
）

【
内
容
】

○
市
税（
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税
）

○
各
料
金（
介
護
保
険
料
、
上
下
水
道
料

金
、
下
水
道
受
益
者
負
担
金
、
保
育
所
・

幼
稚
園
の
保
育
料
、
市
営
住
宅
家
賃
、

施
設
使
用
料
等
）の
収
納

※
施
設
使
用
料
に
つ
い
て
は
納
付
書
を
持

　

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
簡
易
水
道
に
つ
い
て
は
水
道
課
へ
、
集
落

　

排
水
事
業
に
つ
い
て
は
下
水
道
課
へ
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
税
金
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ

の
納
税
相
談

【
問
い
合
わ
せ
】

市
税

　

会
計
課
収
納（
内
線
５
４
８
）

介
護
保
険
料

　

長
寿
介
護
課（
内
線
５
５
９
）

上
下
水
道
料
金

　

水
道
課（
内
線
７
１
２
）

下
水
道
受
益
者
負
担
金

　

下
水
道
課（
内
線
５
７
６
）

保
育
料

・
保
育
所

　

福
祉
課（
内
線
５
３
９
）

・
幼
稚
園

　

教
育
委
員
会（
内
線
７
２
２
）

市
営
住
宅
家
賃

　

都
市
整
備
課（
内
線
５
９
５
）

施
設
使
用
料

　

各
施
設
申
請
窓
口
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■伊予市管内の火災と救急出場件数（５月末日現在）

種別 ５月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 ０

０

本庁 ５

８中山 ０ 中山 ２

双海 ０ 双海 １

救急出場

件 数

本庁 １０８

１５４

本庁 ５７８

７６４中山 ２０ 中山 ８４

双海 ２６ 双海 １０２

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

皆
さ
ん
の
安
心
の
た
め
、
消
防
は
２４
時
間
活
動
し
て
い
ま
す
。

〜
水
の
事
故
か
ら
身
を
守
ろ
う
〜

　

今
年
も
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
季
節
は
一
年
中
で
最
も
水
の
事
故
が

多
く
な
る
季
節
で
す
。

　

水
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
が
、
一

つ
間
違
え
れ
ば
生
命
に
か
か
わ
る
重

大
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
う
し

た
水
に
よ
る
事
故
は
、
一
瞬
の
気
の
緩

み
や
不
注
意
か
ら
起
き
て
い
ま
す
。
水

の
あ
る
所
に
は
事
故
の
危
険
性
が
あ
る

こ
と
を
忘
れ
ず
に
周
囲
の
人
が
気
を
配

り
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

こ
ん
な
場
所
は
要
注
意
！

■
家
庭
内

○
水
の
入
っ
て
い
る
浴
槽
、
洗
濯
機

○
家
で
遊
ぶ
ビ
ニ
ー
ル
プ
ー
ル

○
庭
の
池
な
ど

※
好
奇
心
が
あ
り
、
活
発
な
乳
幼
児
の
事
故

　

は
、
周
囲
の
大
人
が
気
を
配
っ
て
予
防

　

す
る
以
外
に
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

　

ご
ろ
か
ら
子
ど
も
の
行
動
を
予
測
し
て

　

環
境
の
整
備
を
心
掛
け
て
お
き
ま
し
ょ

　

う
。

■
家
の
周
囲

○
た
め
池
や
用
水
路

○
工
事
現
場

○
使
わ
れ
て
い
な
い
井
戸

○
ふ
た
の
な
い
マ
ン
ホ
ー
ル

伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

○
「
危
険
」
の
表
示
が
あ
る
場
所

※
子
ど
も
は
危
険
な
場
所
ほ
ど
興
味
を
も

　

ち
ま
す
が
、
危
険
か
ど
う
か
の
判
断
が

　

で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に
家
の
周
囲
の
危

　

険
な
場
所
を
見
せ
て
指
導
し
て
お
く
の

　

も
事
故
を
防
止
す
る
一
つ
の
方
法
で
す
。

子
ど
も
が
泳
ぎ
に
行
く
と
き
は
…

○
ど
こ
へ
行
く
の
か
聞
く
（
海
、
川
に

子
ど
も
だ
け
で
行
か
せ
な
い
）

○
だ
れ
と
行
く
の
か
聞
く
（
一
人
で
は

行
か
せ
な
い
）

○
い
つ
帰
る
か
聞
く
（
約
束
の
時
間
内

に
帰
ら
せ
る
）

○
泳
ぐ
時
の
注
意
点
を
言
い
聞
か
せ
る

○
行
く
前
に
必
ず
健
康
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
。（
顔
色
は
良
い
か
、
熱
は
な
い
か
、

風
邪
を
引
い
て
い
な
い
か
、
疲
れ
て
い

る
様
子
は
な
い
か
）
な
ど

救
助
隊
の
力
強
い
味
方

『
大
型
油
圧
器
具
』

　

救
助
出
動
の
約
４０
％
は
交
通
事
故
に

よ
る
出
動
で
す
。
こ
の
交
通
事
故
で
車

か
ら
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
を
救
出
す

る
た
め
の
資
器
材
が
大
型
油
圧
器
具
で

す
。

　

ス
プ
レ
ッ
ダ
ー
は
、
先
端
の
は
さ
み

の
よ
う
な
部
分
で
隙
間
を
広
げ
る
時
な

ど
に
使
い
ま
す
。

　

ま
た
、
カ
ッ
タ
ー
は
そ
の
名
の
と
お

り
、
先
端
の
刃
の
部
分
で
車
の
ド
ア
な

ど
を
切
断
す
る
た
め
に
使
い
ま
す
。
ラ

ム
シ
リ
ン
ダ
ー
は
棒
が
伸
び
る
構
造
に

な
っ
て
お
り
、
隙
間
を
広
げ
た
り
、
物
を

持
ち
上
げ
る
時
に
使
用
し
ま
す
。

　

救
助
隊
は
、
こ
の
よ
う
な
資
器
材
を

使
い
分
け
て
安
全
・
確
実
・
迅
速
に
救

出
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

スプレッダー・ラムシリンダー・カッター


